
運営規程追加事項 

地域との連携 

 事業所は、地域密着型通所介護・介護予防通所介護の運営に当たっては、地域住民又は

その自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流に努めます。 

 ２ 地域密着型通所介護事業所の適正な運営の確保とサービスの質の向上に寄与し、地

域密着型通所介護を地域に開かれたサービスにするために、運営推進会議を設置します。 

 ３ 運営推進会議の開催は、おおむね６ヶ月に１回以上とします。 

 ４ 運営推進会議の構成員は、利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、事業所が所

在する地域を管轄する地域包括支援センターの職員及び地域密着型通所介護について    

知見を有するものとします。 

 ５ 会議の内容は、事業所のサービス提供内容の報告・評価、地域との意見交換・交流

等とします。 

 ６ 運営推進会議の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当

該記録を公表します。 

 

身体拘束について 

 事業者は、原則として利用者様に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等の

おそれがある場合など、利用者様または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考え

られるときは、利用者様に対して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必

要最小限の範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び

態様等についての記録を行います。また事業者として、身体拘束をなくしていくための取

り組みを積極的に行います。 

 (１)緊急性･･････直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に

危険が及ぶことが考えられる場合に限ります。 

 (２)非代替性････身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及

ぶことを防止することができない場合に限ります。 

 (３)一時性･･････利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなっ

た場合は、直ちに身体拘束を解きます。 

 

虐待防止に関する事項 

 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため次の措置を講ずるものとする。 

① 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 (職・氏名を記載する) 

② 成年後見制度の利用を支援します。 

③ 苦情解決体制を整備しています。 

④ 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 


